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定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 20 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の

件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 148 回定時株主総会に付議することを決議い

たしましたのでお知らせします。 
記 

１．変更の理由 
（１） 現在、買収者が現れた場合の脅威として想定している具体的事象はありません

が、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する不適切な買収を未然に防止

し、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保、向上させるためには、買収行

為に対する防衛策を導入することが、当社にとって必要不可欠と考えておりま

す。かかる買収防衛策の導入に当たりましては、買収防衛策の導入根拠、手続

等を予め明確にしておく必要があります。そのため、新たに 1 章を設けて買収

防衛策として一定のルールを導入することを規定するとともに、当該ルールの

導入、改廃の手続及び有効期間に関する基準を設けるものであります。 
（２） 会社法においては、取締役会決議のみによって新株予約権の無償割当てを行う

ことが可能とされています。（会社法第 278 条第 3 項本文）。しかしながら、当

社取締役会は、買収防衛策の一環として行われる新株予約権の無償割当てに関

しては、原則として株主の皆様の意思に基づいて行われるべきであり、そのた

めには、①株主総会により新株予約権無償割当決議を行うこと、または、②新

株予約権無償割当決議を行うことを株主総会により取締役会に委任していただ

くことが必要であると考えております。そこで、会社法第 278 条第 3 項但書に

基づき、新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会のほか、株主

総会または株主総会の決議による委任に基づく取締役会をその決定機関とする

旨をあわせて追加するものであります。 
 
 
 



２．変更の内容 
変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分であります。） 
現行定款 変更案 
［新設］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［新設］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［新設］ 
 
 
 
 
 
 
 

第 7 章 買収防衛策 
（買収防衛策の導入） 
第 35 条 当会社は、当会社の企業価値及

び株主共同の利益が不当に害

されることを未然に防止する

ために買収防衛策として一定

のルールを導入する。 
２．第 1 項に規定する当会社の企業

価値及び株主共同の利益が不

当に害されるおそれがある場

合は、当会社は、第 1 項に規定

する一定のルールに定める手

続に従い、新株予約権無償割当

てを行うことができる。 
３．第 2 項に規定する新株予約権無

償割当て等に関する事項につ

いては、取締役会の決議による

ほか、株主総会の決議または株

主総会の決議による委任に基

づく取締役会の決議により定

める。 
（防衛策の手続） 
第 36 条 当会社は、買収防衛策として一

定のルールを導入する際には、

株主総会の承認を得なければ

ならない。 
当会社は、いつでも取締役会の

決議に基づいて買収防衛策を

解消、改廃することができる。 
（有効期間） 
第 37 条 前条に基づいて導入された買収

防衛策は、株主総会の承認を得



 
 
 
 

［新設］ 
 

た後 3年以内の最終の事業年度

に関する当会社の定時株主総

会において、その存続の承認を

得なければならないものとし、

以後も同様とする。 
前条に基づく買収防衛策の導

入後において、前項に定める当

会社の定時株主総会での存続

の承認が得られなかった場合

は、当該承認がなされなかった

時点をもって、前条に基づき導

入された買収防衛策はその効

力を失うものとする。  
 

以 上 
 


